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創刊にあたって  

国際高等教育院の設置について
―主に組織・制度的観点から―

国際高等教育院長　村中　孝史

はじめに

京都大学における教養・共通教育（1）は、第 2 次世界大戦後の大学改革において導入された「一
般教育」に由来するものであるが、「一般教育」は、導入以来、その教育目標や内容、実施体制等
の点で変遷し、いまだにその姿が固まった様子はない。他方、教養教育の重要性は、強く叫ばれ続
けており、昨今、大学に投げかけられる課題を見ても、専門分野の教育だけでそれに対応すること
は難しく、教養教育の果たす役割は大きい。国際高等教育院は、そのような環境下において、京都
大学における教養・共通教育を企画・実施するために設置されたものである。本稿は、京都大学に
おける教養・共通教育のあり方、主としてその企画及び実施の体制という組織・制度的側面がもつ
課題について、国際高等教育院の設置経緯に即しつつ、若干の考察を試みるものである。

1　国際高等教育院設置以前の企画・実施体制

平成 25 年度に国際高等教育院が設置される以前は、高等教育研究開発推進機構が教養・共通教
育の企画を行い、人間・環境学研究科と理学研究科が実施責任部局として必要な科目の大半を提供
するという、二元体制がとられていた。この二元体制は、平成 15 年に高等教育研究開発機構が設
置されてからのことであるから、機構設置後 10 年で、再び大きな制度変更を行ったことになる。
この間の、そして、それまでの変遷を簡単にまとめておくと、以下のとおりである（2）。

（1）新制大学における「一般教育」の導入とその問題点
前述のとおり、第二次世界大戦後の大学改革により、「一般教育」が学部教育に導入されること

となったが、それを担当する教員が各学部に存在したわけではないから、導入当初、実施体制の構
築は各大学における重要な課題となった。各大学はそれぞれのおかれた状況の中で実施体制の構築
を迫られ、京都大学では、第三高等学校を組み入れて分校（3）を設置し、「一般教育」を実施した。
その際、修学期間を前期 2 年の教養課程と後期 2 年（医学部は 4 年）の専門課程に区分し、前期 2

年に一般教育を割り当てた。分校は、昭和 29 年に「教養部」へと改称されたが、これは学内措置
によるものであり、法制度上は、なお「分校」のままであった。とはいえ、この時点から教養部の
評議員が評議会に参加するなど、学内的に、教養部は学部と同等の扱いを受けるようになった。な
お、「教養部」が法制度上規定されたのは、昭和 38 年のことである。

教養部が法制度的にも位置づけられたとはいえ、その内実には多くの問題を孕んでいた。当時の、
一般教育が抱えていた問題を、京都大学百年史は以下のようにまとめている。
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「教養部での一般教養課程は、4 年間の学生生活の前期 2 年に限定するもので、本来の一般教育
の理念から見てはたして適切かどうかということは、教養部の設立当初からの問題であった。高校
教育と専門課程との狭間に置かれた教養課程の教育は、学生側からも教官側からも、一種の通過的
なプロセスと捉えられがちであり、そこに独自の教育的意義を見出すことがしだいに困難となって
きたことは事実である。また教養部は人文科学・社会科学・自然科学の広範な領域にわたる豊富な
専任教官を擁しながら、単なる教育機関という制度的位置付けを与えられているために、学内の他
部局に比べて、教官の研究条件や研究環境において多くの改善すべき諸問題も抱えていた。」（4）

一般教養課程の意義や教育内容についての問題とともに、教養部教官の処遇改善の問題が指摘さ
れているが、このような問題意識は、その後の学内議論（5）を通じて見られるところである。

（2）教養部の改革論議とその廃止
昭和 44 年、「教育課程等委員会」における検討を受け、総長の諮問機関として「大学問題検討

委員会」が設置された。この委員会の答申（6）は、教養課程を廃止して、一般教育と専門教育の 4

年一貫教育を行うことや、学部間の壁を薄くし、全学生が全学部の開講科目を受講できるようにす
ること等を提案している。また、教養部においても検討が行われ、当初、学部化が志向されたが、
学部化は困難との判断の下、昭和 53 年に、独立研究科として「科学基礎研究科」を設置する案が
総長に上申されている。その後、昭和 60 年に「学術総合研究科」案が総長に上申されているが、
結局、これらの独立研究科構想は実現されることはなく、また、4 年一貫構想も実現されることは
なかった。この時期の改革論議について、「教養課程並びに教養部にかかわる検討と、一方において、
教養部を基礎とする大学院研究科設置の構想が、それぞれの時期において具体的な構想を固めるた
めに集中的に審議されたが、それらを本学の全学的な将来構想の中で必ずしも一体となって進める
ことができなかったのは残念である」（7）との感想が述べられている。

こうした反省に基づき、さらなる改革構想は、「本学の教養課程及び教養部のあり方や制度を根
底から見直し、同時に学部・研究科構想について全学的な観点から調査・検討することを任務と」
した「教養部にかかわる構想検討委員会」に委ねられた。同委員会は昭和 62 年に、教養部を廃止
して教養学部を設置すること、教養課程と専門課程の区分を廃止し、各学部が一貫教育を行うこと
等を内容とする基本方針を提案した後、平成元年に、総合人間学部の新設、教養課程教育の改革案、
学術総合研究科の基本構想を内容とする報告（8）を総長に上申した。この報告を基礎として、平成
3 年に独立研究科として人間・環境学研究科（9）が設置され、さらに平成 4 年には総合人間学部が
設置されることとなる（10）。これにより、教養部は廃止された。

（3）総合人間学部発足後の「全学共通教育」
総合人間学部発足後の一般教育の具体的な実施に関しては、平成 3 年に大学設置基準が改正さ

れたことも踏まえ（11）、教育課程等特別委員会が設置されて検討がなされている。同委員会の下には、
カリキュラム等検討専門部会と自己評価等調査検討専門部会がおかれているが、一般教育に関して
は前者において検討が行われ、その検討結果を同委員会が承認する形で、平成 4 年に報告がまと
められている（12）。この報告では、高度一般教育としての「教養教育」を重視する基本姿勢が確認
されたこと、全学共通科目の実施体制として、「総合人間学部が、全学的協力体制の構築を基本に、
全学共通科目の主要な部分（カテゴリー 2 及び 3（13））を提供し、全学の高度一般教育の実施に責
任をもつことについて共通の理解が得られた」ことが述べられている。しかし、同時に、全学共通
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科目の企画・調整・運営のための恒常的機関の必要性が確認され、総長を委員長とし、各学部、人
間・環境学研究科、研究所、センター等を代表する委員によって構成される「京都大学教育課程委
員会」の設置が提案されている。そして、実際にも、この報告に従って以後の実施体制が整備され
ることとなる。

以上のような新体制への移行は、①一般教育を高度化すること、②総合人間学部を主たる実施責
任部局としつつも、全学の協力体制を目指すこと、③そのために全学的な調整体制を整備すること
を基本的な内容とするものであったと言える。

前述の「教養部にかかわる構想検討委員会」は、副専攻の導入や、専門科目を一般教育科目に読
み替えることを提案し、又、既存学部が積極的に科目提供することを促していたが、実際、副専攻
を導入したのは総合人間学部だけであり、既存学部は多少の要卒単位の変更は行ったものの、基本
的に旧大学設置基準による一般教養課程の枠組みを大きく変えるようなことはしなかった。

また、「一般教育」の高度化のために、専門科目の一般科目への読み替えが提案され、その際、
専門科目を提供する部局としては、主として総合人間学部が想定されていたところであるが、実際、
総合人間学部が開講する科目の種類は、教養部時代に比して格段に増加し、それらの多くが全学共
通科目として提供されることとなった（14）。一般教育の高度化は、教養部の学部化と表裏一体と考
えられており、結果として、全学共通科目の大幅な増加をもたらした。人文社会科学系の科目を見
た場合、平成 4 年度に教養部が提供した科目（演習や実習は除く。）は 42 科目であったが（15）、平
成 5 年度において総合人間学部が提供した科目は 81 科目へと増加している（16）。これに、他部局
から 13 の人文社会科学系科目が提供されたため、その合計は 94 科目となり、学生から見ると科
目数は倍以上に増加した。
「専門教育と高校教育との狭間におかれた教養課程の教育は、教官側からみても、通過的な課程

ととらえられ、専門科目のやさしい概説的な講義をもってこれに当たるという安易な観念を生み出
しがちである」（17）との問題意識からすれば、より専門性の高い科目を提供することで一般教育を
高度化することこそが、「多くの学生の勉学意欲を減殺し、独自の教育の場として」機能していな
い教養課程を改革する最善の策であったのであろう。しかしながら、そのことは、専門教育とは異
なる教養教育の意義を十分に理解しない危険も孕むものであったように思われる。この点に関して
言えば、前述の教育課程等特別委員会カリキュラム等検討専門部会報告（平成 4 年 9 月 8 日）は、
教養教育（高度一般教育）の理念について論じ、「今後の大学において積極的に追求さるべき教養
科目の方向は、従来の各専門性を深く踏まえつつも、単に狭隘な専門性を広く超え出て、究極的に
は “humanistic attitude” の啓培を志向するものでなければなるまい。」と述べており（18）、教養科目
の意義を強調している。そのため、全学に科目提供を求めるとしても、「現状では適当な担当者が
必ずしも全部局において期待できるとは言い難く」、まずは教官の意識改革が必要であると述べて
いる。このこと自体は、教養教育の意義に関する一つの理解と評価しうるものの、ここで対象とさ
れている教養教育は、従来、一般教育として提供されていた科目ではなく、新たに開講されるべき
高度一般教育のことを指しており、従来の一般教育の見直しに関する言及はない（19）。また、新た
に開講された高度一般教育（教養教育）の科目を提供したのは、結局のところそのほとんどが総合
人間学部であり、協力が期待された（20）既存学部が積極的にその要請に応えることはなく、教養教
育の意義に関する検討が全学に広がったわけでもなかった。
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（4）高等教育研究開発推進機構の設置
総合人間学部は全学共通教育の実施責任部局と位置づけられたが、教養部廃止後の全学共通教育

が全学的な協力体制の下で運営されることになっていたため、そのための機関として、前述した「教
育課程委員会」が設置された。そして、具体的な作業は、その下におかれた「企画・調整専門委員
会」と「カリキュラム専門委員会」が担うこととされた。本来であれば、この両委員会が中心となっ
てその後の全学共通教育のあり方を決定するはずであったが、実際にはそのように機能しなかった。

後に、この体制に関しては、「各部局長で構成された企画・調整専門委員会は、本来の共通教育
の企画全般を系統的に検討することにはならず、共通教育に係る予算等の限られた問題の対処に限
定された。また、各学部から年度毎に委嘱される委員によって構成されたカリキュラム検討専門委
員会も、日常運営を維持する以上には積極的な役割を担うには無理があった。このため、重要な方
針の検討にはその都度特別委員会やワーキンググループを構成するなど、系統的な運営体制として
は不十分さを抱えた状態が続いてきた。」との評価がなされている（21）。そしてこの評価は、「企画・
実施・評価のサイクルを確立し、継続的な改善に責任を持つ組織的体制の整備が不可欠」との判断
を生むこととなり、組織の再整備へと議論がつながることとなる。

組織整備にあたっては、「ア．全学共通教育は全学的に支えることが必要であること、イ．全学
の委員会組織を支援するため、全学共通教育の在り方について継続的に実証研究を行い、その成果
を改善策に反映させる機能をもつセンターの設置が必要であること、ウ．実施運営の責任体制を明
確にし、関係する部局が有機的な連携協力を図ることが可能となるシステムを構築すること」を基
本として検討が進められ、平成 15 年 4 月、新たに「高等教育研究開発推進機構」が設置された（22）。
また、機構設置と同時に、人間・環境学研究科と総合人間学部の組織改編がなされており、総合人
間学部の教官の多くが人間・環境学研究科へと移籍し、又、一部の理系教官は理学研究科へと移籍
した。この結果、機構設置後は、人間・環境学研究科とともに、理学研究科が実施責任部局となった。

機構は、高等教育教授システムの研究開発、及びその成果に基づくカリキュラムの企画・開発・
実施支援を目的とする「高等教育研究開発推進センター」と、全学共通教育の企画・実施及び評価
を担当する「全学共通教育システム委員会」の二つの組織から成っており、両者が対等の立場で相
互に関係をもちながら、全学共通教育における企画・運営の責任を担うものとされた。また、セン
ターには、実施責任部局から若干名の教員が移籍し、実施責任部局と機構との連携を担うことが期
待された。さらに、副学長クラスの者を機構長とすることで、全学的な運営を実現しようとした。

機構は、その組織図を見ると、全学的な大組織であった。全学共通教育システム委員会の下には、
教養教育専門員会、基礎教育専門委員会などの専門委員会が設けられ、さらにその下には、科目部
会が設けられた。科目部会には、実施責任部局と各学部から委員が参加しており、その総数は相当
な数となった。また、教育内容の改善を支援するセンターまで抱えていた。しかしながら、当初は
教養教育のあり方に関する検討が行われたり（23）、又、英語教育の改善等、一部には積極的な試み
は見られたものの、それらの検討体制が全体として機能し、たとえば教養教育の在り方について不
断に検討がなされ、あるいは新たな教授法や科目が開発され、それらが科目編成に反映される、と
いった状況が生じたわけではなかった。また、全学共通教育に対するニーズや学生の変化も大きく
なっていたが、それらの変化に柔軟に対応することもできなかった。提供される科目やその内容は
依然として提供側の意向に左右され、かえって、科目の細分化と科目数の増加は進行し、時間割の
過密化と相俟って、学生が履修科目を決めることが困難になるという状況を生じた。また、教室の
キャパシティーを超える履修登録が存在するといった状況も根本的には解決されなかったし、必修
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の英語や初修外国語について 1 回生で単位を落とす学生が多く、それが以後の履修の躓きの原因
になるといった問題や、成績評価の基準が明確でなく、たとえ同一科目でも教員によって成績評価
がまちまちである等の問題も放置されたままであった。さらに、大教室が不足している、実験室や
その設備が老朽化している、学生の居場所がない、といった施設・設備面での問題も放置され、総
じて、機構設置によって全学共通教育が改善されたとは言いがたい状況であった。もちろん、関係
者は真摯な努力を怠らなかったが、この体制そのものに限界があったと言わざるを得ない。

2　高等教育研究開発推進機構の問題点

本学における全学共通教育が以上のような状況にある中、学士課程教育について社会的関心が高
まったことから（24）、本学においても、平成 21 年 11 月、「学士課程における教養・共通教育検討会」

（座長：大嶌幸一郎工学部長）が研究科長部会に設置され、全学共通教育に関する点検・検討を行
うこととなった。検討会では、作業部会を設けて検討を行い、平成 22 年 4 月に、その結果を「学
士課程における教養・共通教育の理念について」（25）としてまとめ、研究科長部会に報告している。
この報告は、従来の議論を総括して、京都大学における教養・共通教育の意義を検討したものであ
り、今日の国際高等教育院の出発点となるものである。

しかし、そもそも、なぜ教養・共通教育の意義を検討するために、このような検討会を設けなけ
ればならなかったのであろうか。まさにその任務は、機構のそれではなかったのであろうか。これ
について、上記報告「学士課程における教養・共通教育の理念について」は、「機構における検討
は具体的な運営にかかるものが多く、各学部の学士課程の在り方と関連づけた検討がなされること
は少なかった。」と述べている。機構は、従前の体制が日常的な具体的な運営に終始したことを反
省して設置されたはずであるが、結局、同様の状況に陥っていたとの評価である。では、なぜ、そ
のような状況に陥ったのであろうか。

以下では、主として人文社会科学系科目の増加・細分化という問題を念頭に（26）、機構での運営
状況の問題点を検討する。

（1）科目数の増加と時間割の過密化の問題点
最初に、誤解を避けるため、科目数が多いということ、それ自体が悪でないことは断っておかな

ければならない。そのことは、それだけ学生にとっての選択肢が広いということを意味するし、又、
科目の細分化は、特定の問題について相当に突っ込んだ内容の授業も提供されていることを意味し
ており、「一般教育の高度化」をもたらすものであろう。また、一見して複雑怪奇なアカデミアの
森に学生を放り込み、精一杯もがいてもらうことで学問世界のおもしろさを知ってもらう、という
教育方法も、条件が整えば効果的である。さらに教員の側からすれば、自分の専門や現在の研究テー
マをそのまま、あるいは、それに近い形で授業を行うことができるため、授業に力を入れやすくな
るということもあろう。

しかしながら、こうした方法は、マイナス面ももっている。とくに、高校を卒業したばかりの学
生にとって、自らが希望する授業を見つけることはそれほど簡単なことではない。あまりに多岐に
亘る選択肢を前にすると、履修科目を決められない学生も出てくる。また、総授業数を一定とする
限り、科目の種類が多くなると、同一科目でのクラス数が少なくなるため、必修科目との重複や履
修人数制限のために希望科目を履修できない可能性が高まる。また、同一分野の科目が多数種開講
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されていれば、自分が興味をもつ分野（それは自分の専門分野に近いことが多いであろう。）ばか
りで単位を集めてしまい、多様な学問に触れることがなくなってしまう。さらに、教員が自らの研
究内容をそのまま授業にすると、基本的な知識を欠いた学生にとっては理解が困難になる危険があ
る。かりに先端的な内容を扱う場合にも、その前提となっている当該分野における問題意識や分析
視角、又、基礎的概念や方法論といったものから解き明かさないと、珍しいことを聞いただけに終
わってしまい、教育というより、当該分野の宣伝になってしまう。

以上のように、科目の数が多いことはプラスとマイナスの両面を持つのであり、両者をうまくバ
ランスさせることが本来必要なのであるが、本学においては、科目の増加へと向かう力が強く、機
構はそれを制御できなかったと言える。機構の問題点を探る前に、科目の細分化・増加へと向かう
力がどのように生まれたのかを検討しておく。

（2）科目数の増加と時間割の過密化をもたらした原因
1．一般教育の高度化

科目数の著しい増加の契機となったのは、前述したように、教養部を廃止して総合人間学部を設
置することと表裏一体で進められた「一般教育の高度化」である。教養部最後の年度に提供されて
いた人文社会科学系科目の総数は 42 科目であった。これでは、学問の発展を十分に授業内容に反
映することができず、学生の興味に応えることができない、と考えられたものである。もっとも、
機構において、この「一般教育の高度化」が自覚的に語られた形跡は見られないし、逆に、その見
直しが議論されたこともない。もはや所与の前提として多様な科目の開講が前提とされていたよう
に思われる。

たしかに、学問の発展は、細分化を伴うため、研究を背景に授業を行う教員にとっては、学問が
発展すればするほど、研究対象は限定的になり、それ故、研究を背景として授業を行える範囲は狭
くなる。それに応じて、教養教育においても細分化の動きが生じることは必然であったと言える。
しかし、こうした傾向に拍車をかける事情も無視できない。
2．総合人間学部の大学院化（人間・環境学研究科）

第一に、前述のように、教養部が廃止された時点で、教員の一部が、新たに設置された独立研究
科である人間・環境学研究科に移籍し、さらに、平成 15 年の機構設置時には、残りの総合人間学
部の全教員が、人間・環境学研究科と理学研究科に移籍し、実施責任部局もこの両研究科になった
という事情が挙げられる。研究科では、研究科が対象とする分野の博士課程教育を行っており、そ
のための教員を揃える必要がある。人間・環境学研究科の教員は同時に、総合人間学部の学部教育
を行いつつ、全学共通教育を担う必要がある。しかし、大学院教育と全学共通教育とでは、目指す
べきものが異なり、両方を担当することには困難が伴うと考えられる。

大学院教育は高度な専門教育であるため、分野に特化し優れた業績を上げた教員を優先して採用
すべきこととなる。他方、教養教育を担当する教員には、当該学問分野を専門にしない者にも、当
該学問分野の基本的な問題意識や、基礎的概念、分析視角、方法論といったものをわかりやすく伝
えることが求められ、そのような能力に秀でた者が相応しい。しかし、少なくとも、先端的な研究
ですぐれた業績を上げていることは、そのような教育能力を保障するものではないし、経験的には、
研究マインドの強い教員は、初学者を相手に基礎的な内容の授業を行うことを好まないように見受
けられる。教養教育における分野の細分化は、こうした「矛盾」をいささかなりとも縮小させるこ
とを狙ったものとも評価しうる。総合人間学部設置における「一般教育の高度化」は、科目提供す
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る側の事情に教養教育の内容を合わせることを正当化するものであったとも言いうるのであり、機
構においてもその状況が引き継がれ、教員の大学院への移籍がそれに拍車をかけたように思われる。
3．科目提供部局の増加

次に、教養教育の科目提供を行う部局が、次第に増加したことが挙げられる。教養部廃止時に、
各学部に定員が振り替えられたことに加え、その後の改組により、人間・環境学研究科の定員が全
学共通教育の科目負担を伴ったまま他部局に移動する等したことにより、数多くの部局が科目提供
をするに至った。その結果、多数の他部局教員が、全学共通教育に科目提供することとなった。し
かし、そうした教員は、教養科目を担当することを念頭に採用されたわけではなく、教育について
は、主としてそれぞれの部局での専門教育を念頭に採用されたものである（27）。そのため、教養科
目の提供を求められても、多くの場合、当該専門分野について、従ってかなり狭い範囲の、そして
先端的な内容の授業を行うことしかできず、又、教養教育に関する理解も十分とは言えなかった。

以上のように、科目の細分化、そして多種類化が進んだ背景には、学問の発展という事情がある
が、加えて、本学における教養教育の実施組織のあり方も無視できない影響を及ぼしたと言える。
こうした状況の下では、常に、科目の種類を増加させる方向へと力が働くわけであるが、前述した
ように、それが過度に進むとマイナス面の方が大きくなってしまう。したがって、この力を制御す
る方策がどうしても必要になるが、その任を果たすべき立場にあった高等教育研究開発推進機構は、
残念ながら十分にその役割を果たせなかったと言える。そして、科目編成面におけるこのような機
能不全は、履修登録管理、成績管理、学習指導、施設管理など、その他の面においても悪影響を与
えた。機構は、総じて「発言権」が弱く、全学共通教育の運営を十分にコントロールできなかった
と言える。その原因はどこにあったのであろうか。

（3）組織・制度面の問題
前述したように、機構には、各学部からの委員により構成されるシステム委員会がおかれ、そこ

で科目編成が決定されていた。各学部から委員が出ており、全体としては相当に多くの教員が関わ
る体制が構築されていた。したがって、検討体制自体が脆弱であったとは言えない。より大きな問
題は、そのように検討された結果を実施に移せるだけの体制ではなかった、という点にある。

機構には、前述のように附属高等教育研究開発推進センターが設置され、そこには専任教員が配
置されていたが、主として科目開発や教育方法の改善を担うものであり、授業担当が主たる任務と
いうわけではなかったし、そもそも人数的にも小規模であった。機構は、それ以外に専任教員をも
たないため、かりに機構として新たな科目を開設しようとする場合には、実施責任部局である人間・
環境学研究科及び理学研究科、並びに協力部局に対して科目提供を依頼しなければならなかった。
しかし、機構側には、それらの部局に対し、提供科目を細かく指定する権限はなく（28）、特定の科
目の提供を実施責任部局や協力部局に求めても、拒否されれば、それ以上、為す術はなかった。科
目部会においては、各科目の履修者数について検討がなされ、それが一定数に満たない状況が続く
場合には科目の変更を部局に要請する、という作業はしていたが、提供された科目がそもそも教養
科目として相応しいか否かを検討することはほとんどなかった。結局、機構が実施責任部局や協力
部局に対して要請できたことは、科目提供負担のついた定員、あるいはその定員を使って雇用され
ている教員について、一定数の科目提供を求めることだけであったと言える（＝「数による管理」）。
機構が重要と判断する科目（29）をどの部局も提供しない場合、機構は広く学内に科目提供を呼びか
け、「ボランティア」で科目を担当してくれる教員を探し、それが無理な場合には非常勤講師を自
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ら採用したのである。
以上のように、機構は科目編成の企画という面では、少なくとも形の上では十分な検討体制にあっ

たと言えるが、その検討結果を実施できるだけの権限も体制も整備されていなかったと評価できる。
その結果、整備された検討体制も、その力を十分に発揮することはなく、日常的な運営に終始する
ばかりで、教養教育の在り方について根本的な議論が戦わされるようなことはなかった。

国際高等教育院は、従前の体制に関する以上のような問題点を踏まえ、設置されたものである。

3　国際高等教育院設置の基本的考え方

（1）国際高等教育院設置の経緯
「学士課程における教養・共通教育検討会」は、前述の報告の後、さらに教養科目の体系的編成

を試み、平成 22 年 9 月には「学士課程における教養・共通教育検討会報告書」をとりまとめてい
る（30）。

この報告を受け、高等教育研究開発推進機構においては、システム委員会の下に「全学共通教育
システム検討小委員会」を設置して、カリキュラムの見直しに着手し、翌 23 年 9 月に「全学共通
教育システム検討小委員会議論のまとめ」（31）を了承している。ここでは、科目群の再編、人文・
社会科学に関する群科目の開講必要性・適切性の検討及び提供科目の順次性・体系性の考慮等が検
討された。この検討を基礎に、24 年 4 月には、「共通・教養教育企画・改善小委員会」が設置され、
新たな科目群の導入、科目名の大括り化、内容の順次性等を内容とする「平成 25 年度以降の全学
共通科目の科目設計等について（報告）」（32）をとりまとめている。これらの検討結果の一部は、科
目編成に反映されたのであるが、一連の展開は機構内部からの自発的行動によるものでなかったし、
これにより、機構自体から、全学共通教育を大きく改善する具体的動きが生じたわけでもなかった。

他方、全学においては、平成 23 年 12 月に「京都大学全学共通教育実施体制等特別委員会」が
設置され、全学共通教育の実施体制の見直しに関する議論が開始された。この委員会は、24 年 7

月に、「本学の全学共通教育の一層の適正化を図るため、現在の実施責任体制及び高等教育研究開
発推進機構の業務を抜本的に見直し、各研究科等の協力を得て、全学共通教育の企画、調整及び実
施等を一元的に所掌する全学責任組織「国際高等教育院（仮称）」を設置する」ことを内容とする
報告（33）をとりまとめた。この方針案は、「新たな学内組織に係るものであり、大学全体の企画事
項と密接な関係にある」ことから、計画の具体化は、平成 24 年 6 月の部局長会議で設置が決定さ
れた「大学改革特別委員会」の検討に委ねられることとなった。当初案（34）では、各部局から多数
の定員を振り替えることが想定されたため、学内では大きな議論を生じ、総長が設置に理解を求め
る文書（35）を出す等の状況となった。その後、特別委員会での検討を経て、平成 24 年 12 月 4 日
の部局長会議に国際高等教育院設置案が提出され、検討の結果、継続審議となり、同月 18 日の臨
時部局長会議において修正案が了承された。

国際高等教育院は平成 25 年に設置されることとなった。当初案よりも相当に限定されたもので
はあったものの、各部局からの定員振り替えを伴うものであったため、設置後 1 年以内に、教育
院において、科目編成等についての検討（36）を行った上で組織・定員に関して原案を作成し、あら
ためて全学会議に諮るものとされた。実際には、この原案作成に 1 年では足りず、平成 27 年 1 月
に教育院長から総長に対し原案が提出され、同年 2 月 10 日の部局長会議、2 月 24 日の教育研究
評議会において了承されている（37）。
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（2）国際高等教育院の組織
国際高等教育院（以下、「教育院」と言う。）は、組織規程上、環境安全保健機構や産学連携本部

等の全学組織と同じく全学組織として整理されているが、その内実は、全く異なるものである。他
の全学組織は、全学的に必要となるインフラ的業務を担当するものとして設置されている。そのた
め、各機構等の規程のそれぞれ第 2 条は、当該機構等の「業務」を定めている。これに対し、教
育院規程第 2 条は、教育院が本学における「教養・共通教育を実施するとともに、教養・共通教
育全体の企画及び運営を総括する」と定め、「教育」を担当する組織であることを示している。ま
た、同規程第 17 条は、「教養・共通教育の実施に必要となる教育研究を行うため、教育部を置き、
教育部に分野別に編成する教室を置く」と定めており、教育院には教育を実施するために教育研究
を行う専任教員が配置されることが示されている。実際、教育院には教育院だけに専念する専任教
員が配置されるとともに、各学部・研究科を併任する専任教員が配置され、これら専任教員により
教授会が構成されている（同規程第 20 条）。もっとも、その数は、当初 33（38）であり、これだけ
で教養・共通教育を実施することは不可能である。その点で、教育院設置前と状況に基本的な変化
はなく、依然として各部局（39）に科目提供を求めつつ教養・共通教育を実施するという体制が維持
されている。しかし、教育院と各部局との関係は、根本的に変化している。これについては後述す
ることとし、その前に、教育院における科目編成の検討体制について述べる。

（3）教育院における科目編成の検討体制
教育院における教育が各学部の学士課程の一部であり、学士課程について責任を有するのが各学

部である以上、教育院における教養・共通教育の企画・実施には、各学部の意向が十分に反映され
る必要がある。もちろん、教育院は、教養教育、基礎教育、外国語教育の科目編成に関して責任を
持つものであり、各学部の指示を受けて授業を提供するだけの存在ではない。教育院において提供
する科目は、教育院において検討・決定すべきものである。しかし、教育院における科目編成は、
それぞれの学士課程教育の目標の実現を可能とするものでなければならず、それと切り離された存
在ではない。そのため、従前の機構時代も、科目編成を行うシステム委員会は、各学部を代表する
委員と授業を担当する実施責任部局の委員から構成されていた。上記のとおり、教育院において科
目編成を行うのは企画評価専門委員会であるが、ここにおいても、機構時代と同様に各学部を代表
する委員が参画しており、その点でとくだんの違いはない。しかし、機構時代は、それぞれの委員
はそれぞれの部局に所属しつつ「委員」として参画していたにすぎなかったのに対し、教育院の場
合、委員は教育院に配置換えされることとなった。この変更は、以下の理由による。

人間・環境学研究科及び理学研究科という旧実施責任部局以外の学部の代表である委員は、それ
ぞれの専門分野における教育・研究を担うことを主たる目的に雇用されたものであり、教養・共通
教育に関する知見を持ち合わせているとは限らない。また、議論の結果について、自部局が負担す
る責任は必ずしも大きくない。とりわけ、上述した「数による管理」の下では、この責任は小さな
ものとなる。これに対し、人間・環境学研究科及び理学研究科の委員は、教養・共通教育の担当を
職務内容の一部として雇用されているし、何より、議論の結果について、自部局が大きな責任を負
うこととなる。これにより、議論への関わり方に温度差が生じ、議論の主導権はたいてい数多くの
科目を提供する実施責任部局の委員がとることとなる。これには、次に述べるような問題がある。

科目編成にかかる検討は、本来、学生にどのような教養・共通教育を行うべきか、という教育的
視点に立って行われるべきものである。しかし、人間・環境学研究科や理学研究科の委員にとって、
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純粋にそのような観点に立って議論を行うことは容易でない。
大学における教育は、研究を基礎として行われる。そのため、教育と研究は一体のものとして扱

われており、科目編成の改革をめぐる議論（教育改革）は、講座あるいは定員配置の見直し（研究
体制の見直し）につながる可能性をもつ。換言すれば、教養・共通教育の改革をめぐる議論は、人
間・環境学研究科及び理学研究科の委員にとって、自部局の研究体制の見直しをもたらす可能性を
もつものである。他方、両部局は、独自の専門領域に関する教育・研究を発展させる任務も負って
おり、その観点から研究体制を整備する必要がある。そのため、両部局の委員は、自部局の研究体
制に関するかかる議論も無視することはできず、いわば板挟み状態となる。結果、自部局における
研究体制を前提として、教養・共通教育を論じることになりがちとなる。

各学部からの委員を教育院に配置換えすることは、以上のような問題に対する一つの対応である。
人間・環境学研究科及び理学研究科以外の部局からの委員が、自分の部局（＝教育院）の問題とし
てより積極的に教養・共通教育に関する議論に参加することを促しつつ、他方、人間・環境学研究
科及び理学研究科からの委員も、元部局の立場から離れ、全体的な教育的視点に立つことを促そう
とするものである。もちろん、教育院へと配置換えしたと言っても、元部局を併任しているし、又、
数年すれば元部局へと帰るため、このような効果は限定的なものである。そのため、教育院におけ
る教養・共通教育をめぐる議論の独自性を確保するためには、加えて、教育院長を人間・環境学研
究科及び理学研究科以外の部局から指名すること、そうした教育院長を複数の副教育院長が支える
強固な体制を構築すること、といった追加の方策が不可欠である。これらは、規程に定められてい
るわけではないが、教育院の独自性を確保するために必須の運用ルールと言うべきである。

（4）教育院と各部局との関係
前述したように、機構と実施責任部局及び協力部局との関係は、「数による管理」にとどまって

いた。このために機構がその役割を十分に果たせなかったとの認識に基づき、教育院と各部局との
関係が変更された。すなわち、教育院が、科目提供の基礎となる定員を有する部局に対し提供要請
した科目を当該部局が提供しない場合、教育院は、科目提供の基礎となる定員の移動を全学会議に
発議できることとされた（40）。

従前は、実施責任部局や協力部局が、提供する科目を提案し、機構が形式面の問題を理由として
それを拒否することはあっても、提案された科目の内容面に踏み込んだ上で、それを拒否すること
はほとんどなかった。機構は、定員に基づき積算される科目数の提供を部局側に厳しく求めたが、
そうする以上、提供される科目について厳しい要求を行うことは実質的に難しかったと言える。

しかし、これでは教育的観点から必要と判断される科目の提供は保障されないし、又、教養・共
通教育としては不適切と考えられる科目の提供を止めることもできない。重要なことは、科目数と
いうよりも、教育的観点から必要とされる科目が必要な数だけ提供されることである。そのため、
教育院と各部局との関係は、教育院が必要とする科目の提供を求めることがなるべく実現できるよ
うなものへと変更される必要があった（41）。

もっとも、この変更により、「数による管理」が完全に放棄されたわけでもないし、又、部局が
提供すべき科目を教育院が一方的に決められるようになったわけでもない。

前者に関して言えば、各部局の科目提供義務の基礎は、依然として教養・共通教育の負担のつい
た定員であり、これに基づいて教育院はその定員を使用する部局に対して、科目の提供を求めるこ
ととなる（42）。しかし、厳格な数の管理は行わず、教育院にとって不適切と思われる科目しか提供
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できない場合には、そのような科目提供は認めず、将来的に教育院が必要とする科目を提供できる
よう当該部局が今後の人事において配慮することを求めることとなる。そのため、従来の基準によ
れば提供科目数が不足する場合も生じうる。この状態が相当期間にわたって続き、解消の目処が立
たなければ、当該部局は上記配慮をしていないこととなり、教育院は定員移動を発議することとなる。

後者に関して言えば、部局は、それぞれに専門的な教育・研究を行っており、それを無視して教
育院が提供科目を一方的に決めても、現実問題として、当該部局にそれを担当できる教員がいなけ
れば、科目提供は不可能である。したがって、教育院としては、当該部局と提供できる科目に関し、
協議を行う必要がある。もっとも、その際、当該部局が提案するメニューの中から科目を選ぶだけ
では、教育院が必要とする科目を確保できるわけではない。したがって、前述のとおり、教育院側
からは、当該部局の専門分野との関連が許す範囲で、教育院が必要とする科目を担当可能な教員を
配置するよう、求めることとなる。

このようにして、部局との協議を経て、教育院が提供を要請し、且つ、部局側もある程度の長期（お
おむね 10 年程度）にわたり提供を約束した科目を一覧にする作業を行うことで、数による管理から、
科目による管理へと移行した。以降は、この提供要請科目一覧を基礎として科目提供が行われる（43）。
もっとも、人間・環境学研究科については、すべての定員が科目提供義務を負うものであるから、
提供要請科目一覧を確定しても、欠員が出た場合には、提供が事実上不可能となる（44）。そのため、
人間・環境学研究科との間では、提供要請科目を確定するだけでは不十分であり、より踏み込んだ
協力関係が必要となる。すなわち、人間・環境学研究科の定員充足にあたっては、教育院が必要と
する科目が提供されるよう、事前に協議を行うこととなった。定員削減が続く中、工夫の余地は小
さいが、教育院と人間・環境学研究科が、教養・共通教育の充実・改善のために緊密な協力関係を
築くことはきわめて重要である。

おわりに

本稿においては、教育院の設置に至った経緯について、主に組織整備の観点から検討を行った。
各学部で行う専門教育とは異なり、教養・共通教育は全学で行ってきた。教養課程の廃止後、各学
部が教養教育も含めて 4 年一貫の学士課程の内容について責任をもつ体制に移行したわけである
から、教養教育や基礎教育についても各学部で行うことは考え得るところである。しかし、本学は
そのような選択はしなかったし、又、現在、社会的に要請されている学士課程教育を行うには、教
養・共通教育は全学で行うしかないであろう。そうであれば、各学部は、教養・共通教育について
より強い関心を抱き、積極的にその運営に関与すべきである。しかしながら、現実には、各学部の
関心はなお薄い。このような状況を招く原因は、いくつか考え得るが、まずもって、教育に目を向
ける姿勢が十分でないことが挙げられる。前述した報告（「京都大学の学士課程における教養・共
通教育の理念について」）は、教養・共通教育のあり方を検討するには、各学士課程の教育目標を
明らかにすることが必要であるが、そもそも各学部においてそれが明確にされてきたわけではない
と述べている。最先端の研究を目指す京都大学であるから、教員の目が研究に向きがちであること
は致し方がないのかもしれない。しかし、最先端の研究を目指す次世代を育てることも、同じく重
要であることを今一度自覚すべきであろう。研究内容が高度化すればするほど、学部教育、とりわ
け教養教育との距離は開く可能性がある。また、近年の業績主義は、教員から教育に目を向ける余
裕を奪っている可能性もある。そうであれば、それらを前提として、教養・共通教育がしっかりと
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運営される体制を整備する必要がある。教育院は、そのような状況を踏まえて設置されたものであ
る。もっとも、組織や制度を整備しても、それだけでそれらが機能するものではない。その趣旨を
よく理解して真摯に運営に取り組まなければ、その本来の力は発揮されない。したがって、教育や
組織運営に関して十分な理解を有し、責任感をもって組織運営に当たる者を、教育院の運営へと継
続的に引き込むことが重要である。そのためには、各部局が、教育院及びそれが担当する教養・共
通教育の意義を十分に理解し、それを支える必要がある。それを欠けば、教育院の組織・制度もや
はり機能しない。

注
 （1） 京都大学通則第 16 条は、「全学共通科目」及び「教養科目」という語を用いているが、京都大学

国際高等教育院規程第 2 条は、「教養・共通教育」という語を用いている。このうち、教養教育が
意味するのは、主として人文社会科学系の科目や自然科学系科目のうち基礎科目以外の科目であ
る。また、共通教育が意味するのは、主として外国語教育と専門基礎教育である。

 （2） 教養部の歴史に関しては、京都大学百年史編集委員会『京都大学百年史　部局史編 2』612 頁以下（第
14 章：旧教養部）を参照。

 （3） 「分校」は、昭和 24 年 6 月 22 日制定の国立学校設置法施行規則 4 条に基づくものである。昭和
24 年に吉田分校が、同 25 年に宇治分校が開校されているが、昭和 36 年に宇治分校は廃止され、
吉田に統合されている。

 （4） 前掲『京都大学百年史　部局史編 2』628 頁。
 （5） もちろん、教養改革の議論にとって、学生運動が大きな影響を与えたことは否定できない。
 （6） 大学問題検討委員会「教養課程の改善について（答申）」（発庶法第 5 の 2 号昭和 45 年 1 月 10 日）

京大広報 No. 24（1970 年 1 月 21 日）1 頁以下。
 （7） 西島安則「教養部にかかわる構想検討委員会からの報告について（所感）」京大広報 No. 346（1988

年 2 月 15 日）426 頁以下。
 （8） 教養部にかかわる構想検討委員会「教養部にかかわる構想検討委員会からの報告」（平成元年 1 月

21 日）京大広報 No. 366 別冊（1989 年 3 月 1 日）601 頁以下。提案された教養課程教育の改革案は、
一般教育科目 36 単位分について、①現に一般教育科目として開講されている科目を若干整理し、
そこから最低 12 単位を履修するようにすること、②全学で開講されている指定科目から副専攻科
目（12 単位）を履修できるようにすること、③指定された専門科目のうち 12 単位分を一般教育
科目の単位として読み替えることができるようにすること、という内容であった。教養部が、学
部化されることに伴い、専門科目が数多く開講されることになるため、当面、それらを用いて②
及び③を実現することが想定されていたが、他方、各学部が積極的に専門科目を全学に解放する
ことも期待されていた。

 （9） 第 1 専攻人間・環境学専攻が先行して設置され、翌平成 4 年に第 2 専攻文化・地域環境学専攻が
開設されている。

（10） 教養部の廃止は平成 5 年 3 月 31 日である。
（11） 平成 3 年に大学設置基準が改正され、一般教育科目と専門科目の区分は廃止された。
（12） 京大広報 No. 435 別冊（1992 年 10 月 15 日）389 頁以下。これに先立ち中間報告が出されている（京

大広報 No. 427 別冊（1992 年 4 月 15 日）291 頁以下）。なお、「全学共通科目」という名称は、
カリキュラム等検討専門部会において提案されたものであり、又、学則 16 条による全学共通科目
と学部科目、教養科目と専門科目という分類も、ここでの検討結果である。

（13） カテゴリー 3 は教養部時代から提供されてきた一般教育に相当する科目であり、カテゴリー 2 は
新たに提供される専門科目を意味している。前掲京大広報 No. 435 別冊 406 頁参照。

（14） 平成 4 年の授業科目を見ると、ゼミや実習を除く人文社会科学系科目は全部で 42 科目であるが、
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平成 5 年に総合人間学部が提供する A 群科目（ゼミや実習を除く）は 81 科目相当となっており、
これに加えて、他部局が 13 科目を提供している。

（15） 前掲『京都大学百年史部局史編 2』641 頁以下。
（16） 前掲京大広報 No. 435 別冊 426 頁以下。
（17） 前掲「教養部にかかわる構想検討委員会からの報告」京大広報 No. 366 別冊 629 頁。
（18） 前掲京大広報 No. 435 別冊 407 頁。
（19） カリキュラム専門部会報告では、今後の全学共通科目は、従来、教養部が開講してきた一般教育

相当科目、各学部がその専門基礎科目を全学に向けて提供するもの、今後各学部で試みられるべ
き「高度な一般教育」に相当する新しい「教養科目」の三つが事実上存在すると述べられている。

（20） 教養部廃止に伴い、その定員の一部（34 ポスト）が各学部に振り替えられている。各学部が協力
して全学共通教育を支えるという体制を組織的に裏付けるものであったと言えよう。

（21） 京都大学将来構想検討委員会『京都大学における全学共通教育の改革』（平成 14 年 4 月）。平成
12 年 10 月に総合人間学部及び人間・環境学研究科から教育研究組織の改編及び実施組織の見直
しの申し出があり、それを受けて全学の将来構想検討委員会で検討が開始された。

（22） 高等教育研究開発推進機構設置準備室「京都大学における全学共通教育の改革」京大広報 573 号
1347 頁。

（23） 後掲【資料 9】（教養教育専門委員会『教養教育に関する人間・環境学研究科・文系群会の考え』
（2004 年 8 月））。

（24） たとえば「学士課程教育の構築に向けて」（答申）平成 20 年 12 月 24 日中央教育審議会。
（25） 後掲【資料 2】。
（26） もちろん、専門基礎科目や外国語、あるいは保健体育科目等についても、基本的に同じ問題が生

じていたが、それぞれに異なった形で問題が生じているため、ここでは誤解を避けるために人社
系科目を念頭におきつつ検討を行う。

（27） 教育をミッションとしない部局も含まれ、その場合には、そもそも教育能力さえ審査対象とされ
ていない可能性がある。

（28） 理学研究科については、数学、物理、科学、生物、地学という分野ごとに科目負担を負う定員数
が決められていたため、その点では安定的に科目提供がなされてきたが、機構側が分野間の割合
を変更することを要請できたわけではない。また、当該分野で提供すべき具体的科目の決定につ
いても、科目提供側の意向が強く働いていた。

（29） 新規科目ではなく、教員が定年退職したにもかかわらず後補充できなかった場合のことである。
（30） 平成 22 年 10 月 12 日の研究科長部会で報告。後掲【資料 3】、【資料 3 別紙 1】、【資料 3 別紙 2】。
（31） 後掲【資料 7】。
（32） 後掲【資料 8】。
（33） 後掲【資料 4】。
（34） 後掲【資料 5】。
（35） 後掲【資料 6】。
（36） 教育院では、企画評価専門委員会において 1 年をかけて教育内容について全面的な検討を行い、「教

養・共通教育の改善に向けて　―企画評価専門委員会 WG 報告集―」（平成 26 年 3 月）をとりま
とめ、これを基礎として、以後の改革に取り組んでいる。

（37） 文書内の数字に一部誤りがあっため、平成 27 年 10 月 13 日の部局長会議及び同月 27 日の評議会
において訂正がなされているが、内容に変更はない。後掲【資料 1】は、10 月 27 日の評議会に
おける訂正版である。

（38） 機構から引き継いだ定員は 13 であり、各学部からの企画評価専門委員が配置換えとなった数が
20 であった（人間・環境学研究科 6、理学研究科 5、その他 9）。

（39） 教育院設置に伴い、教育院が実施責任を負うこととなったため、人間・環境学研究科及び理学研
究科は実施責任部局ではなくなった。
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（40） 「国際高等教育院の教育実施体制について」（平成 27 年 2 月 24 日開催教育研究評議会決定、同年
10 月 27 日評議会修正。）【資料 1】の 6 は、「教育院が決定した科目の提供が不可能となった場合、
協議会は貸与定員に関しては貸与を取り止める。また、部局に存置される定員に関しては、当該
部局から教育院に必要な定員を移動させるよう、協議会が発議する。」と定めている。

（41） これは部局の責務に関わる重要な変更であったため、評議会において決議されることとなった。
（42） 前掲「国際高等教育院の教育実施体制について」の 1 は、実施責任をもつ部局及びその定員につ

いて定めている。
（43） もっとも、この科目一覧以外の科目がまったく提供されないわけではなく、事情により部局が短

期しか提供を約束できない場合等、一覧にない科目も提供される。
（44） その他の部局は、部局定員の一部が、教養・共通教育への科目提供義務のある定員であるし、当

該定員を使用する教員だけが科目提供するよう、教育院が求めているわけでもない。
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